
～期日前投票について～ 

燕庁舎・分水総合体育館は受付終了時刻が夕方 5 時までとなっています。 

燕市役所と時間が異なりますのでご注意ください。 

入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」になっています。事前に記入してお持ちいただ

くと、受付が早く済みます。 

 

 

 

 
 

～投票所の入場券は一人１枚のハガキで郵送されます～ 
今回の選挙に限り、入場券は一人１枚の個人単位でシール式はがきが郵送されます。 

入場券は中面になりますので、投票所にお出かけの際は、接着面をはがし、切り取り線

で切り離してお持ちください。 

入場券が届かなかったり、なくしてしまっても、選挙人名簿に登録されている人であれ

ば投票できます。 
 

～不在者投票について～ 
 ■指定病院・老人ホームなどに入院、入所している人 

  入院・入所している病院などが不在者投票指定施設の場合で、投票日当日に投票所へ

行けない人は、その病院で投票できますので入院・入所されている施設へお問い合わ

せください。 

 ■仕事や旅行などで他の市町村に滞在している人 

  燕市外に滞在中の人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行うことが

できます。この制度で投票する場合は、事前に投票用紙などを文書で燕市選挙管理委

員会に請求する必要があります。不在者投票請求書は燕市ホームページよりダウンロ

ードできます。 

 ■郵便等による不在者投票制度 

  身体に重度の障がいがある人は、自宅で投票する｢郵便等による不在者投票制度｣を利

用できます。この制度で投票できるのは法律で決められた要件に該当する方のみとな

ります。要件等の詳細はこちらの QR コードから燕市ホームページをご確認ください。 
 

～在外投票制度について～ 
 投票方法は、①在外公館投票、②郵便等による在外投票、 

③帰国投票の 3 つです。 
 

～開票について～ 
 開票は 2月 8 日(日)の午後 9時 00 分から、燕市民体育館（大曲）で行います。開票所で

は入場制限は行いませんが、参観の方は係員の指示に従ってください。 

 


